
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象
分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小事
業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考

佐賀県
住みたい佐賀の家づ
くり促進事業

佐賀県 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

住宅ローンの借り入れ
S56以前の住宅
耐震診断1.0未満

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 利子補給相当額
利子補給相当額
借入額×1%×5

佐賀県
佐賀県住宅用太陽光
発電導入促進事業

佐賀県
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
販売または施工が県
内事業者

③その他の
要件

J-PECから補助金の受理決定を受け
た太陽光発電システムを設置する者

県内において住居として
使用又は使用される予
定である建物。（店舗、事
務所棟との兼用住宅も
可）
別荘、賃貸住宅も含む

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

J-PECの住宅用太陽光
発電補助金の受理決定
を受けていること。市町
の太陽光発電補助金と
は併用可。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

最大出力1kWあたり2.5万円

佐賀県
高齢者住宅改良補助
事業

佐賀市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

要介護認定又は要支援認定を受けて
いる者
生計中心者が所得税非課税の世帯
在宅の方のみ

新築・増改築は対象外 ③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

対象工事費の上限10万円
のうち8割を補助

補助対象額の８割（補助基
準額は１０万円）

佐賀県
日常生活用具給付事
業

佐賀市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以
前の非進行性の脳病変による運動機
能障害（移動機能障害のみ）を有する
者で障害等級３級以上の方。（ただ
し、特殊便器への取替えを行う場合
は、上肢機能障害２級以上の方。）

給付対象者が現に居住
している住宅。
新築、増改築は対象外

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

・給付基準（上限）額40万円
市民税課税世帯：1割負担
市民税非課税世帯：5％負
担
生活保護世帯：自己負担な
し

佐賀県
空き家改修費助成制
度

佐賀市 ⑥その他
空き家バンク登録住宅の改
修助成

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・佐賀市の空き家バンク制度に賃貸
を目的とした家屋を登録した者
・佐賀市の空き家バンク制度に登録さ
れた物件を購入した者

佐賀市空き家バンク(空
き家情報登録制度）へ登
録している住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国庫補助金を財源の一
部としているため、同様
の補助事業とは併用不
可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

改修経費の２分の１に相当
する額

佐賀県
佐賀市住宅・建築物
耐震診断補助事業

佐賀市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建築士
③その他の
要件

建物の所有者

・昭和56年5月以前に建
築確認を受けた建築物
・建築基準法に適合して
いるもの
・木造戸建住宅等

①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付
金

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助率2/3

佐賀県 唐津市耐震診断事業 唐津市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建築士
③その他の
要件

建物の所有者
①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付
金

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助率2/3

佐賀県
日常生活用具給付事
業

唐津市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢・体幹機能障害又は脳原性運動
機能障害（移動機能障害に限る）を有
する者で障害等級３級以上のもの。
（特殊便器への取替えは上肢障害２
級以上）

給付対象者が現に居住
する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

限度額２０万円。給付対象
者の課税状況により自己負
担額有。

都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象
分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小事
業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

佐賀県
エコ住宅普及支援事
業

唐津市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

・自らが居住するための住宅を市内
に所有していること
・住宅エコポイントの交付を受けた人
・市税の滞納なし

市内に居住する住宅又
は市外在住者が居住の
ため新築した住宅

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の住宅エコポイントの
交付を受けていること。

⑥その他
国のエコポイントを算定基準
とする。

国の住宅エコポイントを１ポ
イント１円とし、1/2以内

佐賀県
鳥栖市木造住宅耐震
診断費用補助金

鳥栖市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建築士
③その他の
要件

建物の所有者
S56以前の住宅
在来木造住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付
金

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助率2/3

佐賀県
在宅高齢者住宅改良
費補助事業

鳥栖市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

在宅の要支援・要介護認定者がいる
世帯かつ所得税が課税されていない
世帯

新築・増改築は対象外 ③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象事業費の８割

佐賀県
新婚世帯増改築等補
助金

多久市 ⑥その他
新婚世帯に対する増改築費
助成（定住促進）

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

過去１年以内に婚姻の届けをされた
夫婦のいずれも４０歳に到達していな
い新婚がいる世帯で婚姻日前後１年
以内に、２００万円以上の増改築され
た世帯

助成対象者が現に居住
する自己又は三親等以
内の同居親族が所有す
る住宅であること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他
②工事費用に応じて決定＋
市内業者による工事の場合
定額加算

住宅の増改築工事代金の
3％
＋市内業者による工事の場
合30万円（定額加算）

佐賀県
伊万里市住宅・建築
物耐震診断費用補助

伊万里市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建築士
③その他の
要件

建物の所有者

・木造一戸建ての住宅
・昭和５６年５月３１日以
前に建築または工事に
着手したもの
・個人が所有し自らが居
住する一戸建ての住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付
金

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助率2/3

佐賀県
伊万里市重度障害者
等日常生活用具給付
等事業

伊万里市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以
前の非進行性の脳病変による運動機
能障害（移動機能障害のみ）を有する
者で障害程度等級３級以上の者又は
視覚、上肢、内部障害を有する障害
等級２級以上の者で内部障害につい
ては医師意見書等により住宅改修の
必要性が認められるもの。

給付対象者が現に居住
する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

基準額２０万円のうち９割。
（１割及び基準額を超えた分
は本人負担、給付対象者の
課税状況により本人負担上
限有）

佐賀県
在宅高齢者住宅改良
事業

武雄市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

(1)　市内に住所を有し、介護認定を
受けているもの。
(2)　改良工事により高齢者の在宅生
活の継続が見込めること。
(3)　高齢者の属する世帯の生計中心
者の前年度所得税が非課税であるこ
と。

市内に所在するもの ③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

住宅改良資金から、介護保
険住宅改修費を控除した額
の８割



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象
分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小事
業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

佐賀県
重度身体障害者住宅
改善整備等事業費補
助金

武雄市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

武雄市内に居住する在宅の身体障
害者で、次の各号のいずれにも該当
するもの
(1)　障害等級2級以上の者（主たる障
害の部位がア肢体不自由／イ視覚障
害／ウ内部障害で住宅改善の必要
性がア及びイの障害と認められた者
(2)　障害者の属する世帯の生計中心
者が所得税非課税である者
(3)　要支援又は要介護と判定されて
いない者

対象者が現に居住する
住宅

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

整備事業に要した費用の８
割

佐賀県
武雄市住宅用太陽光
発電システム設置補
助金

武雄市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

武雄市内に所在する住宅（既存・新
築）に新たに太陽光発電システムを
設置し、そこに居住する個人が対象。

③その他
国・県の太陽光システム
設置補助金との併用可

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋw あたり３万円

佐賀県 空家活用奨励金 武雄市 ⑥その他
武雄市定住特区補助金対
象住宅の改修助成

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市外から定住を目的に定住特区に転
入する者
空家購入または、１０年以上の空家
賃借で、その空家の増改築を行うも
の

市が定める定住特区に
存するもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国庫補助金を財源の一
部としているため、同様
の補助事業とは併用不
可

②工事費用に応じて決定
増改築に要する経費の２分
の1

佐賀県
鹿島市木造住宅耐震
診断補助制度

鹿島市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

建築士
③その他の
要件

建物の所有者

１． 鹿島市内に存ずる民
間所有のもの
２． 昭和５６年５月３１日
以前に着工された木造
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付
金

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助率2/3

佐賀県
地域生活支援事業住
宅改修費給付

鹿島市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身体障害者であって障害程度等級３
級以上のもの（特殊便器への取替え
は上肢障害２級以上）

給付対象者が現に居住
する住宅

③その他
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

限度額２０万円。給付対象
者の課税状況により自己負
担額有。

佐賀県
空き家活用事業助成
金

鹿島市 ⑥その他
空き家バンク登録住宅の改
修助成

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

(1)当制度を利用し、市外から転入す
る者で、継続して３年以上定住しよう
とする者
(2)空き家を延べ３年間以上活用しよ
うとする建物の所有者

鹿島市空き家バンク（空
き家情報登録制度）へ登
録している住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国庫補助金を財源の一
部としているため、同様
の補助事業とは併用不
可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

改修費の1/2（一括交付）

佐賀県

鹿島市緊急経済対策
住宅改修事業費補助
金
（バリアフリー改修）

鹿島市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

(1)鹿島市民の方、ただし太陽光発電
システム設置は鹿島市内に居住予定
者でも可
(2)市税の滞納がない方
(3)改修工事がH24.3.31までに完了す
る方
(4) バリアフリー改修は補助対象とな
る工事が介護保険住宅改修費支給
制度又は障害者制度の支給対象工
事とならない方

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国庫補助金を財源の一
部としているため、同様
の補助事業とは併用不
可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

改修費の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象
分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小事
業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

佐賀県

鹿島市緊急経済対策
住宅改修事業費補助
金
（太陽光発電システム
設置）

鹿島市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

(1)鹿島市民の方、ただし太陽光発電
システム設置は鹿島市内に居住予定
者でも可
(2)市税の滞納がない方
(3)改修工事がH24.3.31までに完了す
る方
(4) バリアフリー改修は補助対象とな
る工事が介護保険住宅改修費支給
制度又は障害者制度の支給対象工
事とならない方

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国庫補助金を財源の一
部としているため、同様
の補助事業とは併用不
可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

１ｋw あたり３万円

佐賀県
重度身体障害者住宅
改修助成制度

小城市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

小城市に住所を有し、下肢機能障害
等３級以上の身体障害者手帳を所持
している学齢児以上の方で、次に示
す以外
1.要支援又は要介護と判定された方
2.施設に入所又は病院に入院してい
る方
3.本人又は世帯員の内、市町村民税
所得割の最多納税者の納税額が４６
万円以上の方

助成対象者が現に居住
する住宅

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

基準額２０万円のうち９割。
（１割及び基準額を超えた分
は本人負担、給付対象者の
課税状況により本人負担上
限有）

佐賀県
嬉野市住宅用太陽光
発電システム設置補
助金制度

嬉野市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

嬉野市内に居住または居住予定で、
住宅（既存・新築）に新たに太陽光発
電システムを設置する個人が対象。

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋw あたり３万円

佐賀県
神埼市日常生活用具
給付事業

神埼市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

在宅の重度身体障害者
下肢、体幹又は乳幼児以前の非進行
性の脳病変による運動機能障害（移
動機能障害に限る）を有する者であっ
て障害等級３級以上の者（ただし、特
殊便器への取替えをする場合は上肢
障害２級以上の者）（学齢児以上）

給付対象者が現に居住
する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

基準額２０万円のうち９割。
（１割及び基準額を超えた分
は本人負担）

佐賀県
神埼市住宅用太陽光
発電システム設置費
補助金

神埼市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

自らが居住するための市内の住宅
に、対象システムを新規に設置、又は
市内の対象システム付き建売住宅を
購入して居住する個人

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

1件当り20万円（定額）
ただし、自己負担額が20万
円以下の場合は、1,000円
未満の端数切捨てた額

佐賀県
基山町重度身体障害
者住宅改善整備等事
業

基山町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

1　重度身体障害者の居住する住宅
の構造又は設備を重度身体障害者
に適合するよう改善整備する者
2　重度身体障害者の事故防止のた
めの設備を整備する者

重度身体障害者が現に
居住する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

住宅以外では対象に
ならない。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

整備事業に要した費用の８
割



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象
分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小事
業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選
択肢から選
択）
①高齢者・
身体障害者
のみ
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事
施工者、実施住宅
以外の要件を記入
して下さい。）

分類
（以下の選択肢から選
択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決
定
③（工事費用にかかわ
らず）定額を補助
④設置する設備の性能
に応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応
じて補助額を決定

備考
都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

佐賀県
玄海町在宅高齢者住
宅改良事業

玄海町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

在宅で要支援・要介護高齢者のいる
世帯（所得制限あり）で、介護保険法
に定める内容の住宅改修が対象。

助成対象者が現に居住
する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助金限度額（一人あたり
20万円）と住宅改良に要し
た額から介護保険住宅改修
費を控除した額とを比較して
少ない額の８割を補助。

佐賀県
有田町住宅用太陽光
発電システム設置費
補助金

有田町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

町内に居住または居住予定で、自ら
が所有し居住するための住宅に、住
宅用太陽光発電システムを新たにに
設置する個人が対象。

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋw あたり２万円

佐賀県
障害者福祉（日常生
活用具の給付）・住宅
改修費

大町町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以
前の非進行性の脳病変による運動機
能障害（移動機能障害に限る。）を有
する者であって障害等級３級以上の
者。（ただし、特殊便器への取替えを
する場合は上肢障害２級以上の者）
（学齢児以上）

助成対象者が現に居住
する住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

上限２０万円

佐賀県
地域支援対策事業
（日常生活用具の給
付・住宅改修費）

江北町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以
前の非進行性の脳病変による運動機
能障害（移動機能障害に限る。）を有
する者であって障害等級３級以上の
者。（ただし、特殊便器への取替えを
する場合は上肢障害２級以上の者）
（学齢児以上）

助成対象者が現に居住
する住宅

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

基準額２０万円のうち９割。
（１割及び基準額を超えた分
は本人負担）

佐賀県
在宅高齢者住宅改良
補助事業

白石町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

在宅で要支援・要介護高齢者のいる
所得税非課税世帯

③その他
介護保険住宅改修費の
支給が優先

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

段差解消、手摺りの設置等
した場合に対象経費10万円
を限度とし、その8割補助

佐賀県
白石町住宅用太陽光
発電システム設置費
補助金

白石町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

白石町内に居住または居住予定で、
住宅に新たに住宅用太陽光発電シス
テムの設置する（又はした）個人が対
象

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋw あたり３万円


